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第１編 総括的事項 

 

第１章 目的 

１ 経緯 

我が国の研究開発評価については、第１期科学技術基本計画において「研究開発機関

及び研究開発課題について、評価の在り方を抜本的に見直し、適切な評価の仕組みを整

備し、厳正な評価を実施」することが求められたことから、「国の研究開発全般に共通

する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」（平成９年８月７日内閣総理大臣

決定）を策定して、研究開発評価の導入と定着化を推進してきた。その後、「国の研究

開発評価に関する大綱的指針」（以下、「大綱的指」という。）と名称を変更した上で、

科学技術基本計画の改定に合わせて内容を変更し、厳正な評価や創造への挑戦を励まし

成果を問う評価等の推進、評価の継続性の確保、評価の効率化、国際水準による評価等

の評価システム改革を推進してきたところである。 

また、厚生労働省においては、厚生労働科学研究費補助金による研究事業等の公的に

行われる研究について、適切に評価し、戦略性のある効率的な費用配分と適正な研究事

業運営を確保して必要な研究を推進するため、「厚生労働省の研究助成等の在り方に関す

る省内検討会」において、評価の適切性や政策への連動性、効率・適正な運営等の確保

の観点等から検討が行われ、「研究助成の改善等に向けた基本的な方向性について」（平

成22年7月29日厚生労働省省内検討会報告書）（以下、「検討会報告書」という。）が取

りまとめられた。 

平成22年11月、大綱的指針及び検討会報告書を踏まえ、「厚生労働省の科学研究開発

評価に関する指針」を改定し、厚生労働省における研究開発評価の一層の適切かつ効果

的な実施を図ってきた。 

今般、第５期科学技術基本計画の改定に合わせて総合科学技術・イノベーション会議

において前回大綱的指針のフォローアップが行われ、第５期科学技術基本計画の根幹で

ある「科学技術を振興し、研究開発成果を経済・社会の発展に活かす」を実現すること、

また前回大綱的指針では十分に対応できなかった課題を解決することが必要とされた。   

このため、「実効性のある『研究開発プログラムの評価』の更なる推進」、「アイデ

アの斬新さと経済・社会インパクトを重視した研究開発の促進」、「研究開発評価に係

る負担軽減」の観点から前回大綱的指針の見直しが行われ、新たな「国の研究開発評価

に関する大綱的指針」（平成28年12月21日内閣総理大臣決定）が策定された。このような

現状を踏まえ、本指針の改定を行うものとする。 

  

２ 目的 

国民の保健・医療・福祉・生活環境・労働安全衛生など国民生活の向上に資すること

を目的とする厚生労働省の科学研究開発においても、その研究成果を着実に行政施策へ

と反映し、またその成果を積極的に公表し、国民に対する説明責任を果たすとともに、

優れた研究開発成果を国民、社会へ還元することが求められている。そのためにも、研

究開発の評価に当たっては、行政施策との連携を保ちながら、研究開発活動と一体化し

て適切な評価を実施し、その結果を有効に活用して、柔軟かつ競争的で開かれた研究開

発を推進しつつ、その適正な運営を図ることが必要となる。 
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このため、本指針は、大綱的指針及び検討会報告書を踏まえて、厚生労働省の科学研究

開発（試験、調査等を含む。）に関する研究開発プログラム、研究開発課題、研究開発機関

及び研究者の業績の評価について、個人情報保護の観点に配慮しつつ、外部評価の実施、

国際的な視点からの評価の実施、評価結果の公開、研究費等の研究開発資源の配分への

適切な反映等を行うことにより、研究開発評価の一層、適切かつ効果的な実施を図るこ

とを目的とするものである。 

 

３ 政策評価や独立行政法人評価との関係 

本指針による評価は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年

法律第８６号）、「政策評価に関する基本方針」（平成１３年１２月２８日閣議決

定）及び「厚生労働省における政策評価に関する基本計画」（平成１４年４月１日

厚生労働大臣決定）に基づく評価と対象範囲は異なるが、基本的に目指す方向を同

じくするものである。本指針に基づき研究開発を対象とする評価を実施する際は、

同法に基づく政策評価と整合するよう取り組むこととする。 

また、独立行政法人研究機関（研究開発資金を配分する法人を含む。以下同じ。）

については、大綱的指針及び本指針に沿って、同様な事項について各法人が明確なル

ールを定めた上で評価を行うことが求められる。なお、独立行政法人については、「独

立行政法人通則法」（平成１１年法律第１０３号）に基づき、主務大臣による評価が行

われ、その際、独立行政法人のうち国立研究開発法人については、厚生労働省国立研

究開発法人審議会の意見を聴取することとされている。この評価についても、大綱的

指針及び本指針を参考とすることが期待される。 

加えて、前述したように、研究開発評価は政策評価等と整合するよう取り組むこと

とされていることを踏まえ、「研究開発プログラムの評価」を政策評価等とは別に実

施する必要が生じないように取組み、評価の効率化を図る。 

 

４ 本指針の見直し 

厚生科学審議会は、評価の実施方法について、必要に応じ再検討を行い、本指針

をより適切なものとすべく見直しを行うものとする。 

 

第２章 定義 

本指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

１ 研究事業等：第１編第３章の１ 研究開発プログラムに掲げるそれぞれの事業をい

う。 

２ 研究開発プログラム：研究開発が関連する政策・施策等の目的（ビジョン：何の

ためにやるのか）に対し、それを実現するための活動のまとまりをいう。具体的

には、研究開発が関連する政策・施策、競争的資金制度等の研究資金制度などが

挙げられる。 
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  【 図１「研究開発プログラム」の範囲のイメージ】 

 

３ 評価実施主体：研究開発実施・推進主体（第２編から第５編までの規定により評

価を実施する研究事業等の所管課、研究事業等を所管する研究開発機関）及び第三

者評価機関をいう。 

４ 自己評価：評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体が自ら評価 

者となる評価をいう。 

５ 外部評価：評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体が評価実 

施主体となり、評価実施主体自らが選任する外部の者が評価者となる評価をいう。 

６ 第三者評価：評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体とは別の

独立した機関が評価実施主体となる評価をいう。 

７ マスキング評価：評価の対象に関する情報の一部を秘匿して実施する評価をいう。 

８ 外部専門家：評価対象の研究開発分野及びそれに関連する分野の専門家で、評価

実施主体にも被評価主体にも属さない者をいう。 

９ 外部有識者：評価対象の研究開発分野とは異なる分野の専門家その他の有識者で

あり、評価実施主体にも被評価主体にも属さない者をいう。 

10 事前評価：研究開発プログラムの決定又は研究開発課題の採択の前に行う評価を

いう。 

11 中間評価：研究開発プログラム又は研究開発課題の実施期間中に行う評価をいう。 

12 事後評価：研究開発プログラム又は研究開発課題の終了後に行う評価をいう。 

13 追跡評価：研究開発プログラム又は研究開発課題の終了後一定の期間を経過した

後に行う評価をいう。 

14 研究開発プログラム評価：研究開発プログラムを構成する研究開発課題等の活動

から得られるアウトプット情報・アウトカム情報をもとに、政策立案者や推進す

る主体等によって作成された「道筋」の妥当性、研究開発プログラムの推進結果

であるアウトカム目標の達成状況や達成見込みを確認するとともに、研究開発過

程（プロセス）の有効性や効率性を確認し、プログラムの改善や次のプログラム

立案のための示唆を得る評価をいう。 
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15 「道筋」：政策・施策等の目的に対し、現状がどうなっているか、政策・施策等

の目的と現状のギャップを埋めるためにどんな活動をどの順番で行うか、成果の

受け手側で発現することが期待される効果・効用等を時間軸に沿って描いたもの。 

 

     
   【 図２「道筋」のイメージ】 

 

16 エフォート：研究者の年間の全仕事時間を１００パーセントとした場合における、 

当該研究者が当該研究開発の実施に必要とする時間の配分率（研究専従率）をい

う。 

17 大規模プロジェクト：研究開発に要する費用の総額が１０億円以上と見込まれる

研究開発課題をいう。 

18 少額又は短期の研究開発課題：年間５００万円以下又は研究期間が１年以下と見 

込まれる研究開発課題をいう。 

19 基礎研究：研究者の自由な発想に基づいて行われる知的創造活動であり、新しい 

法則・原理の発見、独創的な理論の構築又は未知の現象の予測・発見等に寄与す

る研究をいう。 

20 応用研究：特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究又は実用化されて 

いる方法に関して新たな応用方法を探索する研究をいう。 

21 開発研究：新しい材料、装置、製品、システム、工程等の導入又は既存のものの改

良をねらいとする研究をいう。 

 

第３章 対象範囲 

本指針の研究開発評価の対象範囲は、次のとおりとする。 

１ 研究開発プログラム 

（１）厚生労働科学研究費補助金及び厚生労働行政推進調査事業費補助金（以下、「厚

生労働科学研究費」という。）による研究事業 

（２）労災疾病臨床研究事業費補助金による研究事業 

２ 研究開発課題 

（１）競争的資金による研究開発課題 

・ 研究事業等のうち、公募型の研究開発課題 

（２）重点的資金による研究開発課題 
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・ 研究事業等のうち、公募型以外の研究開発課題 

・ 国立試験研究機関に予算措置された基盤的研究費以外の研究事業における 

研究開発課題 

（３）基盤的資金による研究開発課題 

 ・ 研究開発機関の基盤的研究費における研究開発課題 

３ 研究開発機関 

（１）国立試験研究機関 

   ・国立医薬品食品衛生研究所 

 ・国立保健医療科学院 

 ・国立社会保障・人口問題研究所 

 ・国立感染症研究所 

（２）施設等機関と一体化した研究機関 

   ・国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

４ 研究者の業績 

研究開発機関に所属する研究者の業績 

第４章 評価関係者の責務 

１ 評価実施主体の責務 

評価実施主体は、本指針を踏まえ、公正かつ透明で、研究開発の特性やその進展状況

等に応じて柔軟で、優れた成果が将来の発展に着実につながっていくための具体的な仕

組み（実施要領等の策定、評価委員会の設置）を整備し、厳正な評価を実施する。 

また、その評価結果を適切に活用し、さらに、国民に対して評価結果とその反映状況

についてわかりやすく情報提供を行う。その際、研究者が高い目標に挑戦するなどを通

じその能力が十分発揮されるよう促し、研究開発の質の向上や効率化を図るとともに、

評価実施に伴う作業負担により研究者が本来の研究開発活動のための時間や労力を著し

く費やすことのないよう努める。 

 

２ 評価者の責務 

（１）評価者は、評価に当たり、評価対象を正しく理解することを努めた上で、公平・ 

公正で厳正な評価を行うべきことを常に認識し、研究開発実施に伴う研究者の責

任を厳しく問う姿勢を持つとともに、独創的で有望な優れた研究者や研究開発を

発掘し、又はさらに伸ばしてより良いものとなるように適切な助言を行う。また、

自らの評価結果が、後の評価者によって評価されることになるとともに、最終的

には国民によって評価されるものであることを十分に認識しなければならない。 

（２）評価者は評価に関し知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。 

 

３ 研究者等の責務 

研究者等（評価対象が研究開発プログラムの場合、被評価者となるその研究事業の実
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施者を含む。）は、国費による研究開発を行うに際し、意欲的な研究開発課題等に積極

的に挑戦すること、研究開発の成果を挙げること、研究開発の成果が最終的には国民・社

会に還元されるよう図ること、あるいは成果が出ない場合には、評価を通じて課される

説明責任や結果責任を重く受け止めること等、その責任を十分に自覚し、また研究開発

の成果や意義を分かりやすく整理し、広く国民に周知し、理解を得ることが極めて重要

である。 

また、研究開発活動の一環として評価の重要性を十分に認識し、自発的かつ積極的に

評価に協力する。さらに、研究者等は、専門的見地からの評価が重要な役割を果たすも

のであることを十分に認識し、評価に積極的に参加する。 

 

第５章 評価の基本的考え方 

１ 外部評価の実施及び評価者の選任等 

（１）外部評価の実施 

評価実施主体は、評価の客観性・公正さ・信頼性を確保するために、外部評価を実

施することを原則とする。また、必要に応じて第三者評価を活用するものとする。 

（２）評価者の選任等 

ア 評価者は、当該研究分野及びそれに関連する分野の専門家から選任し、国際     

的な観点から評価を行うために、必要に応じて、海外の研究者に評価意見を求め

ることもできるものとする。ただし、研究開発の性格や目的に応じて社会・経済

のニーズを適切に反映させるために、産業界や人文・社会科学の人材を選任する

等、当該研究分野の専門家以外の有識者等からも選任できるものとする。 

イ 評価者の選任に当たっては、利害関係の範囲を明確に定める等により、原則と

して利害関係者が評価者に加わらないようにする。 

なお、利害関係者がやむを得ず加わる場合については、その理由を示すととも

に、当該利害関係を持つ評価者のモラルの向上や評価の透明性の確保等を図る。    

さらに、評価の客観性を保つために、例えば、年齢、所属機関及び性別等に配

慮して評価者を選任するように努める。 

ウ また、研究者間に新たな利害関係を生じ、公正な審査の妨げとなることのない

よう、評価者に対し評価に関わる諸情報の守秘の徹底を図る。 

エ なお、国や国民の安全が害されるおそれがある等の観点から秘密の保持が必要

な場合は、本章に定める方法によらずに、評価を行うことができる。 

 

２ 自己点検の活用 

研究開発機関や研究者などの被評価者は、自ら研究開発の計画段階において、明確な

目標とその達成状況の判定指標を明示し、研究開発の開始後には適時適切に目標の達成

状況等の自己点検を行い、また、その点検結果を踏まえ研究開発の改善に取り組むこと

とする。 

評価者は評価への研究者等の主体的な取組を促進し、また、評価の効率的な実施を推

進するため、被評価者などの自己点検結果を活用して評価を行う。 
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３ 評価時期 

（１）研究開発プログラム及び研究開発課題 

ア 研究開発プログラム及び研究開発課題については、原則として事前評価及び事

後評価を行う。 

イ 研究開発プログラムについては、研究開発をめぐる諸情勢の変化に柔軟に対応

しつつ、常に活発な研究開発が実施されるように、評価実施主体は、３年から５

年程度の期間を一つの目安として、定期的に評価を実施する。 

ウ 研究開発課題については、複数年度にわたる研究開発期間の場合でも、毎年度、

中間評価を実施することを基本とする。また、優れた成果が期待され研究開発の

発展が見込まれる研究開発課題及び目的上継続性が重視される研究開発課題に

ついては、切れ目なく研究開発が継続できるように、研究開発終了前の適切な時

期に評価を実施し、継続を決定することができるものとする。 

エ 研究開発プログラム及び研究開発課題については、必要に応じて、研究終了

年度から３年を経過した後を目途に追跡評価を行い、成果の波及効果、施策へ

の活用状況等を把握するとともに、過去の評価の妥当性を検証し、関連する研

究開発制度等の見直し等に反映するものとする。なお、追跡評価については、

今後、その一層の定着・充実を図ることとする。 

（２）研究開発機関 

研究開発機関の評価については、（１）のイに準じて定期的に評価を実施する。 

（３）研究者の業績 

研究者の業績の評価については、研究者が所属する機関の長が自ら定める方法に

従い、評価を実施する。 

 

４ 開かれた評価の実施 

厚生労働省の科学研究開発の現状について、国民の理解を得るとともに、評価の透明

性・公正さを確保するため、評価に係る諸情報を積極的に公開することが必要である。 

（１）評価方法の周知 

評価実施主体は、評価における公正さ、信頼性、継続性を確保し、実効性のある

評価を実施するために、評価目的や評価対象に応じて、あらかじめ評価方法（評価

手法、評価項目、評価基準、評価過程及び評価手続等）を明確かつ具体的に設定し

周知する。 

（２）評価内容等の被評価者への開示 

評価実施主体は、評価実施後、被評価者に結果を開示し、その内容を説明する等

の仕組みを整備する。なお、研究者の業績の評価については、所属する機関の長が

定める方法に従う。 

（３）研究開発評価等の公表等 

ア 評価実施主体は、個人情報や企業秘密、国家安全保障や未発表の研究成果・知

的財産等に配慮しつつ、研究開発成果及び評価結果をホームページ等により、分

かりやすい形で国民に積極的に公表する。ただし、研究者の業績評価の結果につ

いては、個人情報の秘密保持の点から慎重に取り扱う。 

イ 評価者の評価に対する責任を明確にするために、評価実施後、適切な時期に 
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評価者名及び評価者の実績又は業績を公表する。この場合、研究開発課題の評価に

ついては、研究者間に新たな利害関係を生じさせないように、個々の課題に対する

評価者が特定されないように配慮するものとする。 

ウ 特に、大規模プロジェクトについては、アに留意しつつ評価結果を具体的に 

公表する。 

 

５ 研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用 

評価結果を十分に活用し、研究の一層の活性化を図るため、画一的、短期的な視点の

みにとらわれないよう留意しつつ、評価結果を研究開発費等の研究開発資源の重点的・

効率的配分、研究開発計画の見直し等の研究企画に適切に反映することが必要である。   

このことは、柔軟かつ競争的で開かれた、より創造的な研究開発環境の醸成に寄与し、

活力あふれた研究開発を推進することにもつながるものである。評価結果の具体的活用

の例としては、評価時期別に、 

（１）事前評価では、採択・不採択又は計画変更、優れた研究開発体制の構築等 

（２）中間評価では、進捗度の点検と目標管理、継続、中止及び計画変更、方向転換、 

運営の改善、研究開発の質の向上、研究者の意欲喚起等 

（３）事後評価では、研究の目的や目標の達成・未達成の確認、研究者又は研究代表 

者の責任の明確化、国民への情報提供、結果のデータベース化や以後の評価での

活用、次の段階の研究開発の企画・実施、次の政策・施策形成への活用等 

（４）追跡評価では、効果や波及効果の確認、社会への説明、次の政策・施策形成へ 

の活用（政策・施策の目的自体の見直しを含む。）等 

が挙げられる。 

 

６ 評価支援体制の整備 

（１）電子化の推進 

研究開発の評価を行うに当たっては、評価者・被評価者双方において、関係資

料の準備やその検討など、一連の評価業務に係る作業が必要となるが、評価に伴

うこれらの作業負担が過重なものとなり、かえって研究開発活動に支障が生じて

はならない。そこで、評価実施主体においては、さらに効率的な研究開発の企画

等を図るため、被評価主体や研究者の協力を得て、課題ごとに研究者（エフォー

トを含む。）、資金、研究開発成果（論文、特許等）、評価者、評価結果を含む

データベースを構築し、管理する必要がある。 

さらに、審査業務及び評価業務を効率化するために、申請書の受付、書面審査、 

評価結果の開示等における電子システム化を進めることが望ましい。 

（２）人材の確保 

海外の研究者や若手研究者を評価者として積極的に参加させることなどにより、

評価者について裾野の拡大を図るよう努める。さらに、研究開発課題の評価プロ

セスの適切な管理、質の高い評価、優れた研究の支援、申請課題の質の向上の支

援等を行うために、研究経験のある人材を充てることが望ましい。また、研修、

シンポジウム等を通じて評価人材の養成に努めることも必要である。 
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７ 評価における客観性の確保と研究開発の性格等に応じた適切な配慮 

（１）評価の客観性を確保する観点から、質を示す定量的な評価手法の検討を進め、具

体的な指標・数値による評価手法を用いるよう努めるものとする。そのためには、

わかりやすい具体的な目標の設定が必要である。 

（２）本指針が対象とする研究は、多様な目的を持つものであり、研究開発の目的・

目標に合わせて、評価項目・評価基準を設定する必要がある。 

例えば遺伝子資源の収集・利用、長期縦断疫学研究など短期間で論文、特許等の

形で業績を上げにくい研究開発分野や試験調査などそれぞれの研究事業等が持つ

性格や目的を十分に考慮し、それぞれの研究事業等や研究開発機関に適した評価を

行うことが必要である。 

特に、アイデアの斬新さと経済・社会インパクトを重視した研究開発や、非連続

なイノベーションの創出を重視した研究開発等を促進するに当たっては、既存の研

究開発で用いた評価項目・評価基準を用いた評価ではその促進を妨げることにもな

りかねず、研究開発の特性に応じた評価が求められる。 

（３）研究開発機関の試験・調査等は、各種の研究活動の基盤整備的な役割を担うも 

のであり、評価に当たっては、個々の業務の性格を踏まえ、一般的な研究開発活動

の評価の際に使用される評価指標、例えば論文数や特許権の取得数などとは異なる

評価指標を用いるなどの配慮が必要である。 

 

８ 評価に伴う過重な負担の回避 

（１）評価に伴う作業負担が過重となり、本来の研究開発活動に支障が生じないよう

に、大規模プロジェクトと少額又は短期の研究開発課題とでは、評価の方法に差

を設けるなどの配慮が必要である。評価方法の簡略化や変更を行う場合、評価実

施主体は、変更の理由、基準及び概略等を予め示す必要がある。 

（２）研究開発プログラム、研究開発課題、研究開発機関及び研究者の業績の評価が

相互に密接な関係を有する場合には、それぞれの評価結果を活用して同一の研究

開発に対する評価が重複しないよう、効率的な評価を実施する。 

（３）個々の研究開発プログラム又は研究開発課題等が、行政機関が行う政策の評価

に関する法律（平成１３年法律第８６号）に定める政策評価に基づく主務大臣に

よる評価（以下「政策評価」という。）の対象となる場合には、評価業務の重複

による過重な負担が生じないよう、本指針による評価と政策評価とを一体として

行うものとする。 

 

９ 評価の国際的な水準の向上 

研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価

項目に国際的なベンチマークなどを積極的に取り入れるなど研究開発評価に関しても、

実施体制や実施方法などの全般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施できるよ

う取り組んでいく必要がある。 
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第２編 研究開発課題の評価 

 

第１章 総括的事項 

１ 厚生労働省の科学研究開発の大部分は、行政施策に関連する研究であり、専門的・

学術的観点及び行政的観点、効率的・効果的な運営の確保の観点等から評価を行うも

のとするが、必要に応じて、広く国内外の専門家の意見を取り入れた国際的水準の評

価を行うこととする。 

 

２ 評価に当たっては、評価に伴う負担が過重にならないようにするため、効果的・効率

的な評価を行う等の工夫や配慮を行う。少額又は短期の研究開発課題では、事前評価

による審査を中心とし、事後評価は省略する又は評価項目を厳選する等の配慮を行う。 

 

３ 評価は基本的に書面によるものとするが、必要に応じ当該研究申請者に対して出席

及び説明を求めること（ヒアリング）並びに施設の訪問調査を実施するものとする。   

また、若手育成型の研究開発課題の事前評価を行うに当たっては、研究事業の目的

等を踏まえて、評価の全部又は一部について、研究者の氏名・所属機関・研究業績等

の全部又は一部を秘匿するマスキング評価により行うこととしても差し支えない。 

 

４ 研究事業等の所管課は、他の研究との不合理な重複や、特定の研究者への研究費の

過度な集中を防ぎ、効果的な研究開発の推進を図るため、研究代表者及び研究分担者

のエフォートを明らかにする。競争的資金による研究開発課題については、府省共通

研究開発管理システム（e-Rad）を活用して、十分に確認を行うものとする。 

 

５ 緊急時の行政的要請に基づいて行う調査研究等は、事前評価の対象としないことが

できる。 

 

第２章 競争的資金による研究開発課題の評価 

１ 評価の実施体制 

（１）評価の実施主体 

研究事業等の所管課又は研究事業等を所管する法人（以下この章において「所管

課等」という。）が評価を行う。この場合においては、所管課等は、研究事業等ご

とに、事前評価委員会及び中間・事後評価委員会（以下この章において「評価委員

会」という。）を置く。なお、評価委員会は、研究開発課題の研究類型等に応じて

それぞれ複数設置することができる。 

（２）評価者の選任 

ア  評価委員会の委員の数はそれぞれ１０名から１５名程度を標準とする。 

イ 評価委員会は当該研究分野の専門家から構成されるものとし、必要に応じて 

当該研究分野の専門家以外の有識者等を加えることができる。ただし、厚生労働

科学研究費による研究事業の事前評価委員会においては、専門家及び有識者等と

して厚生労働省の行政職員（他機関に出向中の者及び厚生労働省の職員を辞して

から１年を経過していない者を含む。）である者を加えることができない。 
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ウ  中間・事後評価委員会の委員の概ね３分の１は、事前評価委員会の委員とは 

異なる者をもって充てるものとする。 

（３）評価小委員会の設置 

ア 所管課等は、必要に応じて評価委員会の下に評価小委員会を置くことができる。 

イ 評価委員会は、評価小委員会の委員を選任する。評価小委員会の委員について

は、その評価小委員会が属する評価委員会に係る（２）の条件を準用する。 

（４）評価委員会及び評価小委員会による評価の実施 

ア 評価小委員会は、研究開発課題について、専門的・学術的観点、行政的観点及

び効率的・効果的な運営の確保の観点等から書面による評価を実施し、評価委員

会に報告する。 

イ 評価委員会は、研究開発課題について、専門的・学術的観点、行政的観点及び

効率的・効果的な運営の確保の観点等からの評点等から（評価小委員会を置いた

場合には、評価小委員会の報告も踏まえて）評価を行う。 

ウ 評価においては、１課題に対して評価委員会又は評価小委員会の複数名の委員

が行うものとする。 

（５）利害関係者の排除 

ア 評価委員会及び評価小委員会の委員は、当該研究事業等に応募すること（研究

分担者として応募することを含む。）ができないものとする。 

イ 委員は、自らが現在所属している機関に所属している者（研究分担者を含む。）

の研究開発課題については、評価しないものとする。 

（６）その他 

評価に必要な申請書等の様式及び委員の任期等については、所管課等が別途定め

るものとする。 

 

２ 評価方法 

（１）研究開発課題につき、総合的に勘案すべき事項に配慮しながら、専門的・学術的

観点からの評価及び行政的観点、効率的・効果的な運営の確保の観点等からの評価

を行う。評価は、５～１０段階等の評価段階を設定し、評点を付けることにより行

う。研究事業等の特性を踏まえ、それぞれの観点の重要性を考慮して重み付けを行っ

た上で、総合点を算出し、点数の高い研究開発課題を優先的に採択することを原則

とする。 

（２）評価の実施に際して、所管課等及び本省関係課に所属する者は、必要があると認

める場合には、研究開発課題に係る行政的観点から評価委員会又は評価小委員会に

おいて意見を述べることができる。 

（３）評価の基準（評価段階及び重み付け等）は、評価委員会において定める。 

 

３ 評価事項 

（１）事前評価の評価事項 

事前評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。ただし、マスキング評価

を行う場合には、研究事業の目的等を踏まえて、評価の一部又は全部について、研究

業績等を考慮しないこととしても差し支えない。 
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ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における重要性 

・ 厚生労働科学分野に関して有用と考えられる研究であるか 

（イ）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 

（ウ）研究の独創性・新規性 

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 

（エ）研究目標の実現性・効率性 

・ 研究期間年度毎の目標が明確か 

・ 実現可能な研究であるか 

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（オ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究で 

あるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）政策等への活用（公的研究としての意義） 

・ 施策への直接反映の可能性あるいは、政策形成の過程などにおける参考 

として間接的に活用される可能性 

・ 間接的な波及効果などが期待できるか 

・ これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか 

・ 社会的・経済的効果が高い研究であるか 

（イ）行政的緊急性 

ウ 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

効率性が確保されない場合、研究計画の見直しを条件とする。 

・ 研究が効果的・効率的に計画されているか 

・ 他の民間研究などにより代替えできるものではないか 

・ 研究の実施に当たり、他の公的研究・民間研究などとの連携や活用が十分に 

図られているか（他の公的研究・民間研究や過去の成果などの活用、共同研

究とすることなどによる研究効率や効果の向上の余地がないか） 

エ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合してい

るか、又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、

研究の倫理性について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

（ウ）これまで研究実績の少ない者（若手研究者等）についても、研究内容や計画に

重点を置いて的確に評価し、研究遂行能力を勘案した上で、研究開発の機会が

与えられるように配慮する。 

（エ）申請者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評価事項の他、申請課題

に対する研究の背景、目的、構想、研究体制及び展望等についても説明を求め

るものとする。 
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オ 申請課題の採択に当たっては、研究開発資金の重点的・効率的配分を図る観点から、

関係省庁等と十分な連携・調整等を図ることとする。 

（２）中間評価の評価事項 

中間評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究計画の達成度（成果） 

・ 当初の計画どおり研究が進行しているか 

（イ）今後の研究計画の妥当性・効率性 

・ 今後研究を進めていく上で問題点はないか 

・ 問題点がある場合は、研究内容等の変更が必要か 

・ その際にはどのように変更又は修正すべきか 

（ウ）研究継続能力 

・ 研究者の構成、研究者の能力や施設の設備からみて研究を継続し、所期 

の目的を達成することが可能か 

・ 研究者の構成に変更が必要な場合は、どのように変更すべきか 

イ 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

評価時点での政策等への活用（公的研究としての意義） 

・ 施策への直接反映の可能性、あるいは、政策形成の過程などにおける参考 

として間接的に活用される可能性 

・ 間接的な波及効果などが期待できるか 

・ これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか 

・ 社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

効率性が確保されない場合、研究の中止や研究計画の見直しを条件とする。 

・ 研究が効果的・効率的に実施（計画）されているか 

・ 他の民間研究などにより代替えできるものではないか 

・ 研究の実施に当たり、他の公的研究・民間研究などとの連携や活用が十分 

に図られているか（他の公的研究・民間研究や過去の成果などの活用、共 

同研究とすることなどによる研究効率や効果の向上の余地がないか） 

エ 総合的に勘案すべき事項 

 （ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合してい

るか、又は倫理審査委員会の審査を受けているかを確認する等により、研究の

倫理性について検討する。 

 （イ）研究継続申請者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評価事項の他、

次年度の継続研究開発課題に対する研究開発課題の概要、研究の経過及び今後

の展望等についても説明を求めるものとする。 

（３）事後評価の評価事項 

事後評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究目的の達成度（成果） 

・ 所要の目的を達成したか 
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・ 所要の目的を達成できなかった場合は、どこに問題があったか 

（イ）研究成果の学術的・国際的・社会的意義 

・ 研究成果の学術的・国際的・社会的意義がどの程度あるか 

（ウ）研究成果の発展性 

・ 研究成果の今後の研究への発展性があるか 

（エ）研究内容の効率性 

・ 研究が効率的に実施されたか 

イ 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

研究成果の政策等への活用（公的研究としての意義） 

・ 施策への直接反映の可能性、あるいは、政策形成の過程などにおける参考 

として間接的に活用される可能性 

・ 間接的な波及効果などが期待できるか 

・ これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか 

・ 社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 効率的・効果的な運営の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

・ 研究が効果的・効率的に実施されたか 

エ 国民へのわかりやすい説明・普及の努力 

・ 研究の成果や意義が、国民にわかりやすく説明されているか 

・ 研究成果を普及（社会還元）等させるために、研究者（機関・法人）が 

十分に取り組んでいくこととしているか 

オ 評価の際には、専門学術雑誌への発表並びに学会での講演及び発表など研究成 

果の公表状況や特許の出願及び取得状況について考慮する。 

カ 当該研究の研究代表者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評価事項の

他、研究開発の結果及び成果と今後の展望等についても説明を求めるものとする。 

 

４ 評価結果の通知等 

（１）事前評価 

所管課等は、課題の採否結果を個々の研究者に通知する。なお、原則として評価

結果の内容等を研究者に通知するものとする。その際、研究者が説明を受け、意見

を述べることができる仕組みの整備を図る。また、研究者からの意見を受け、必要に

応じ評価方法等を検証する。さらに、研究者が評価結果について納得し難い場合に

は、制度の趣旨等に応じて、研究者が評価実施主体に対し、十分な根拠をもって異

議を申し立てるための体制整備に努める。 

（２）中間評価 

所管課等は、研究継続の可否を事前評価委員会及び個々の研究者に通知する。な

お、必要に応じて研究計画の変更、研究費の増減、共同研究者の変更及び研究の中

止等の評価結果の内容を研究者に通知するものとする。 

（３）事後評価 

所管課等は、評価結果を事前評価委員会及び個々の研究者に通知する。 
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５ 評価結果の公表等 

（１）所管課等は、評価終了後の適切な時期に、次に掲げる事項を刊行物又は厚生労 

働省ホームページ等により公表するものとする。 

ア 研究採択課題及び研究費の交付予定額や研究報告書の概要 

イ 評価委員会の委員の氏名及び業績又は実績 

（２）公表に当たっては、個人情報・企業秘密、国家安全保障等や未発表の研究成果・ 

知的財産等について、それらを保護する観点に配慮するものとする。 

 

第３章 重点的資金による研究開発課題の評価 

１ 評価の実施体制 

（１）評価の実施主体 

研究事業等の所管課（国立試験研究機関に予算措置された基盤的研究費以外の研

究事業における課題については、当該国立試験研究機関。以下この章においては同

じ。）が評価を行う。ただし、研究事業等の評価を行う場合においては、所管課は、

研究事業等ごとに、事前評価委員会及び中間・事後評価委員会（以下この章におい

て「評価委員会」という。）を置く。なお、評価委員会は、研究開発課題の研究類

型等に応じてそれぞれ複数設置することができる。国立試験研究機関の評価委員会

においては、外部の専門的な視点から評価できる体制を整備する。 

（２）評価者の選任 

ア 評価委員会は当該研究分野の専門家から構成されるものとし、必要に応じて、

当該研究分野の専門家以外の有識者等を加えることができる。ただし、厚生労働

科学研究費による研究事業の事前評価委員会においては、専門家及び有識者等と

して厚生労働省の行政職員（他機関に出向中の者及び厚生労働省の職員を辞して

から１年を経過していない者を含む。）である者を加えることができない。 

イ 中間・事後評価委員会の委員の概ね３分の１は、事前評価委員会の委員とは 

異なる者をもって充てるものとする。 

（３）利害関係者の排除 

ア 評価委員会の委員は、当該研究事業に応募すること（研究分担者として応募

することを含む。）ができないものとする。 

イ 委員は、自らが現在所属している機関に所属している者（研究分担者を含む。）

の研究開発課題については、評価しないものとする。 

（４）その他 

評価に必要な申請書等の様式及び委員の任期等については、所管課が別途定めるも 

のとする。 

 

２ 評価方法 

評価は、行政的な施策と適合しているか、専門的・学術的・社会的・経済的観点、当該

研究開発の国際的な水準の向上の観点等から有効に実施されているか等について行う。  

その際、科学技術の進展、社会や経済の情勢の変化により、評価の項目、基準等が変

わることに留意する。特に応用研究、開発研究等については、社会的・経済的な観点か
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らの評価を重視する。なお、評価事項については、第２編第２章３評価事項に準ずるも

のとする。 

事前評価については、研究事業等の所管課において、他の研究との不合理な重複につ

いて十分に確認を行うものとする。 

また、大規模プロジェクトについては、責任体制の明確さ、費用対効果等を含めて、

特に厳正に評価するとともに、評価の客観性及び公正さをより高めるため、必要に応じ

て第三者評価を活用する。 

３ 評価結果の通知等 

評価結果については、研究開発課題の研究者に通知するとともに、個人情報・企業秘

密、国家安全保障や未発表の研究成果・知的財産等を保護する観点に配慮しつつ、次に掲

げる事項について、ホームページ等を通じて公表する。 

ア 研究採択課題及び研究費の交付予定額や研究報告書の概要 

イ 評価委員会の委員の氏名及び業績又は実績 

また、国立試験研究機関に予算措置された研究事業における課題の評価結果について

は、研究開発機関の評価において活用する。 

 

第４章 基盤的資金による研究開発課題の評価 

１ 評価の実施主体 

研究開発機関の長は、研究開発機関の目的等に照らして、重点的資金による研究開発

課題の評価方法等を参考としつつ、評価方法を適切に選定し、評価を行う。 

研究開発機関の評価委員会においては、外部の専門的な視点から評価できる体制を整

備する。 

 

２ 評価方法 

必要に応じて、研究開発機関の評価の対象に含めるなど、効率的で適切な方法により

実施する。その際には、論文発表等を通じた当該研究分野における研究者間の評価等も

活用できる。 

 

３ 評価結果の活用等 

評価結果は、必要に応じて、研究開発機関の評価に活用し、経常的な研究開発活動全

体の改善に資するよう配慮する。 

研究開発機関の長は、基盤的資金による研究開発課題の評価結果の内容を所管課に提

出するものとする。 
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第３編 研究者の業績の評価 

 

研究開発機関の長が、評価を行う。この場合においては、機関の設置目的等に照らし

て適切かつ効率的な評価のための仕組みを整備して実施する。その際、研究者には多様

な役割や能力、適性があることに十分配慮し、研究開発に加え、厚生労働行政への貢献、

研究開発の企画・管理、評価活動、国際標準化への寄与、その他の関連する活動等にも

着目し、量よりも質を評価する。また、人材養成機関としての機能を併せ持つ等の場合

は、人材養成その他の面についても評価できるように配慮する。 

研究者の業績の評価結果については、個人の処遇や研究費の配分等に反映させる。 

また、研究者が自ら点検を行い、それを活用して実施するとともに、業績の評価に当

たっては、研究者が挑戦した課題の困難性等も考慮に入れるなど研究者の果敢な挑戦を

促すなどの工夫が必要である。このような研究者の業績の評価に当たっては、当該研究

者が関連する競争的資金制度における課題の評価や国の実施するプロジェクト研究の評

価などの結果を適切に活用して効率的に実施する。 

さらに、研究開発を推進するためには、研究支援者の協力が不可欠である。リサーチ

レジデント等の研究の支援を行う者の専門的な能力、研究開発の推進に対する貢献度等

を適切に評価することが必要である。 
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第４編 研究開発機関の評価 

 

第１章 総括的事項 

１ 研究開発機関は科学研究開発の一層の推進を図るため、機関活動全般を評価対象と

する研究開発機関の評価を定期的に実施する。 

 

２ 研究開発機関は、その設置目的や研究目的に即して、機関運営と研究開発の実施・推

進の両面から、当該研究開発機関の活動について評価を行う。 

 

３ 研究開発機関は、具体的な目標を設定しその達成状況等について自己点検を実施す

る。 

 

第２章 評価の実施主体 

研究開発機関の長が、自ら評価を実施する。評価者はその内容の確認を行う等により

評価を行う。 

 

第３章 評価の実施時期 

研究開発機関の長は、当該研究開発機関全体の評価が３年に１回を目安として、定期

的に行われるよう評価実施計画を策定する。 

 

第４章 評価者の選任 

１ 評価の客観性及び公平性を確保するため、外部評価又は第三者評価を行う。 

 

２ 研究開発機関に評価委員会を置く場合は、概ね１０名程度の外部の専門家（国立障

害者リハビリテーションセンター研究所にあっては、国立障害者リハビリテーション

センターに所属していない専門家）等より構成するものとする。 

 

３ 評価委員会の委員は、当該研究開発機関の行う研究分野の指導的研究者から、当該

研究開発機関の長が選任する者とする。ただし、必要に応じて研究開発機関の長は、次

に掲げる者を委員として選任することができるものとする。 

（１）当該研究開発機関の所掌する専門分野以外の分野の有識者  

（２）研究開発機関の所管課又は研究事業等の所管課に所属する者 

 

４ 評価の客観性及び公正さをより高めるため評価者名を公表する。 

 

５ 評価委員会の委員の任期等は、研究開発機関ごとに定める。 

 

第５章 評価方法 

１ 評価の客観性及び公平性を確保するため、外部評価又は第三者評価を行う。 
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２ 研究開発機関の各部等は、評価実施計画に基づいて、当該部等の活動の現状、体制

及び将来の計画等について報告書を作成し、研究開発機関の長に提出する。 

 

３ 研究開発機関の長は、各部等からの報告書を取りまとめ、評価委員会に提出する。 

 

４ 評価委員会は、研究開発機関との討議等を行い、総合的見地から評価を実施し、運

営全般についての評価報告書を作成する。 

 

５ 評価委員会は、評価報告書を研究開発機関の長に提出する。 

 

６ 研究開発機関の長（国立障害者リハビリテーションセンター研究所にあっては、国

立障害者リハビリテーションセンター研究所長及び国立障害者リハビリテーションセ

ンター総長。以下同じ。）は、評価委員会から評価報告書の提出を受けた場合におい

て、当該評価報告書に当該研究開発機関の運営の改善に係る指摘事項が記載されてい

る場合には、当該指摘事項について検討を行い、対処方針を作成する。研究開発機関の

長は、評価報告書（５により対処方針を作成した場合は、評価報告書及び対処方針。第

７章及び第８章において同じ。）に基づき、その運営の改善等に努めなければならない。 

 

第６章 評価事項 

研究開発機関の評価事項は、原則として次に掲げる事項とし、研究開発機関の研究目

的・目標に即して評価事項を選定する。また、評価に当たっては、評価業務の重複とな

らないように、研究開発課題等の評価の結果を活用する。 

 

ア 研究、開発、試験、調査及び人材養成等の状況と成果（これらの厚生労働省の施

策又は事業への貢献を含む。） 

イ 研究開発分野・課題の選定（厚生労働省の施策又は事業との関連性を含む。） 

ウ 研究資金等の研究開発資源の配分 

エ 組織、施設設備、情報基盤、研究及び知的財産権取得の支援体制 

オ 疫学・生物統計学の専門家が関与する組織の支援体制 

カ 共同研究・民間資金の導入状況、産学官の連携及び国際協力等外部との交流 

キ 研究者の養成及び確保並びに流動性の促進 

ク 専門研究分野を生かした社会貢献に対する取組 

ケ 倫理規定及び倫理審査会等の整備状況 

コ その他 

 

第７章 評価結果の通知等 

１ 研究開発機関の長は、当該研究開発機関の所管課を通じて評価報告書を厚生科学審

議会に提出するものとする。 

 

２ 厚生科学審議会は、評価報告書の提出を受けた場合において、必要があると認める
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ときは、当該評価報告書に関して意見を述べることができる。 

 

３ 当該研究開発機関の所管課は、厚生科学審議会が２により意見を述べた場合は、当

該意見を踏まえ、当該研究開発機関に対し、その講ずるべき措置を指示するとともに、

必要な支援に努めるものとする。 

 

４ 当該研究開発機関の長は、厚生科学審議会が２により意見を述べた場合 は、当該意

見を踏まえ、当該研究開発機関の運営の改善等の状況を厚生科学審議会に報告するもの

とする。 

 

第８章 評価結果の公表等 

１ 研究開発機関は、次に掲げる事項を当該研究開発機関のホームページ等により公表

する。 

（１）評価報告書及び第５章の６で定めた対処方針 

（２）厚生科学審議会が第７章の２により意見を述べた場合は、当該意見の内容及び 

第７章の４により報告した当該研究開発機関の運営の改善等の状況 

 

２ 研究開発機関の所管課は、所管している研究開発機関について、次に掲げる事項を

厚生労働省ホームページ等により公表する。 

（１）当該研究開発機関における研究開発課題及び研究開発結果 

（２）厚生科学審議会が第７章の２により意見を述べた場合は、当該意見の内容 

（３）第７章の３により当該研究開発機関に指示した場合は、当該指示の内容 

（４）第７章の４の報告を受けた当該研究開発機関の運営の改善等の状況 

３ 公表に当たっては、個人情報・企業秘密、国家安全保障や未発表の研究開発成果・

知的財産等について、それらを保護する観点から十分に配慮するものとする。 

 

第９章 事前の自主点検の実施等 

研究開発機関は、すでに機関内に設置されている評価委員会等を活用し、当該研究開

発機関の研究開発活動について、定期的な自主点検の実施に努めるものとする。 

 

第１０章 その他 

研究開発機関と一体化している病院で実施されている臨床研究についても、本指針に

基づき評価を行うことが望ましい。 
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第５編 研究開発プログラムの評価 

 

第１章 評価の実施主体 

研究事業の所管課が外部評価により評価を行う。なお、評価者の選任に当たっては、

公平性の確保の観点から利害関係者を加えないことを原則とし、評価者名を公表する。 

 

第２章 評価方法 

研究開発評価は、その実施主体や評価対象、評価時期等において極めて多様である。特

に、国費を用いて実施される研究開発は、様々な機関間の階層構造や機関内の階層構造

の下で重層的に実施されていること、さらに研究開発は、事前・中間・事後・追跡評価と

時系列的にも相互に関連しながら連続して実施されていくことから、評価については、

実施したプロセスの妥当性や副次的成果、加えて、理解増進や研究基盤の向上など、次

につながる成果を幅広い視野から捉え、総体としての目標の達成度合いを成否判定の基

本とするとともに、その成否の要因を明らかにする。 

また、個別課題の研究開発成果等に対して繰り返して重複した評価が実施されないよ

う、個々の個別課題等の評価結果を活用するなどしてそれらを全体として効果的・効率的

に評価する。 

 

第３章 評価の観点 

政策評価の観点も踏まえ、研究事業の特性に応じて、必要性、効率性及び有効性、さ

らには、対象となる研究開発の国際的な水準の向上の観点等から評価を行う。特に政策

評価における政策目標との整合性を重視して行う。 

「必要性」については、行政的意義（厚生労働省として実施する意義及び緊急性等）、専

門的・学術的意義（重要性及び発展性等）及び目的の妥当性等の観点から評価すること

になる。評価項目としては、例えば、科学的・技術的意義（独創性、革新性、先導性及

び発展性等）、社会的・経済的意義（産業・経済活動の活性化・高度化、国際競争力の

向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（国民の健康・安全等）の創出、国益確保へ

の貢献及び政策・施策の企画立案・実施への貢献等）及び国費を用いた研究開発として

の妥当性（国や社会のニーズへの適合性、機関の設置目的や中期目標等への適合性、国

の関与の必要性・緊急性及び他国の先進研究開発との比較における妥当性等）等がある。 

「効率性」については、計画・実施体制の妥当性等の観点から評価することになる。評

価項目としては、例えば、計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の妥当性、費用構

造や費用対効果の妥当性及び研究開発の手段やアプローチの妥当性等がある。 

「有効性」については、目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢

献及び人材の養成等の観点から評価することになる。評価項目としては、例えば、目標

の実現可能性や達成のための手段の存在、研究者や研究代表者の能力、目標の達成度、

新しい知の創出への貢献、（見込まれる）直接の成果の内容、（見込まれる）効果や波

及効果の内容、研究開発の質の向上への貢献、実用化・事業化の見通し、行政施策実施

への貢献、人材の養成及び知的基盤の整備への貢献等がある。 
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第４章 評価結果の取扱い 

研究開発プログラムを実施する主体は、その評価結果について、それぞれの特性に応

じて予算、人材などの資源配分への反映、当該研究開発施策の改善に反映させる等の活

用を図る。また、評価結果は、ホームページ等で公表するものとする。公表に当たって

は、個人情報・企業秘密、国家安全保障等や未発表の研究開発成果・知的財産等につい

て、それらを保護する観点から十分に配慮することとする。 


